
社会福祉法人小金井市社会福祉協議会市民活動助成要綱 

平成１９年４月１日 

制定 

 

（目的） 

第１条 地域福祉の推進を図るため、幅広い分野の市民活動を支援することを目的とし、

併せて本助成事業を通して、団体同士、又はボランティア・市民活動センター（以下

「センター」という。）と市民活動団体が相互に交流し、協力しあう関係構築を目指す。 

（名称） 

第２条 この助成の名称は、「さくらファンド」とする。 

（運用） 

第３条 助成金の資金は、歳末たすけあい募金の地域福祉活動費とする。また、広く市

民や企業に出資を呼びかけ、市民活動への理解を促進する。 

（対象） 

第４条 この助成の対象は、小金井市内で活動する市民活動団体（任意団体又はＮＰＯ

法人）とする。 

（対象となる活動内容及び経費） 

第５条 この助成の対象となる活動及び経費は、次のとおりとする。ただし、飲食費及

び役員人件費は、対象外とする。 

 ⑴ 福祉、環境、国際協力、まちづくり、教育等の公益的活動 

 ⑵ 活動を通して、社会によい効果をもたらすと同時に、活動者自身の学びになるも

の 

（助成の限度） 

第６条 助成金の交付については、同一団体につき、最長３年までとする。ただし、同

一団体であっても、事業が新規のときは、この限りでない。 

（対象となる事業） 

第７条 対象となる事業は、事業の目標を達成するために必要とする事業とする。 

（助成金額） 

第８条 助成金額は、１団体１０万円を限度とし、毎年度予算の範囲内で交付する。 

（助成申請） 

第９条 助成申請に際しては、別に定める申請書を提出することとする。 

（助成団体の選考） 

第１０条 助成金交付に際しては、助成申請書の内容及び活動状況の聞き取りなどを通

して、助成先、助成金額をセンター運営委員会（申請団体関係者の運営委員を除く。）



で選考し、小金井市社会福祉協議会会長（以下「社協会長」という。）が決定する。選

考結果は、会報やホームページをとおして公表する。 

（助成決定通知） 

第１１条 助成金の交付が決定した場合は、別に定める決定通知書により通知する。 

（実績報告） 

第１２条 助成金の交付を受けた団体は、事業終了後速やかに別に定める実績報告書を

提出することとする。その際には証拠書類も添付するものとする。 

（返還請求） 

第１３条 助成金交付後、次の場合は返還を求めるものとする。 

 ⑴ 助成対象事業で実際に使用した金額が助成額に満たないとき。 

⑵ 偽りその他不正な手段により助成を受けたことが判明したとき。 

⑶ 助成金を対象活動以外または対象経費以外に使用したとき。 

⑷ 助成対象の活動を中止したり、完了できなかったとき。 

⑸ 実績報告書の提出がないとき。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、社協会長が別に定める。 

 

付 則 
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